
新宿NPO協働推進センター 広報誌

NPO POP NEWS 略して『Npop’n』！

新宿NPO協働推進センターから、社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします！

えぬぽっぷん
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社会貢献活動を行う団体にはさまざまな種類があり、NPOもその1つです。今号では、NPOに興味をお持ち
の方やこれから活動を始めたい方のために開催した２つの基礎講座、『NPO入門講座』と『NPO設立講座』
の内容をご紹介します。

◆『NPO入門講座』～NPOのイロハを学ぼう！～

手塚 明美氏（認定NPO法人藤沢市民活動推進機構 理事・事務局長）

講師の手塚氏
（藤沢市民活動推進機構）

講座の様子

１．NPOとは
NPO（Non-profit Organization）とは、非営利かつ公益に役立つ事

業活動を行う民間の組織体のことであり、任意の市民活動団体やNPO
法人などもその中に含まれます。非営利とは利益の分配をせずに、事
業を実施して得た収益からスタッフの人件費等の経費を精算後、次の
活動目的のために再投資することを意味します。
社会が多様化しニーズが複雑化する21世紀において、特定の社会課

題の解決を行うNPOは、新しい公共サービスの担い手として今後ます
ますその役割が期待されます。

⇒次ページではNPO法人設立のポイントについて紹介します。

２．NPO法人とは
NPO法人とは特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得したNPO

のことです。法に定められた20分野の特定非営利活動のいずれかに該
当する活動を行うこと、会員を10人以上有すること等の設立要件があ
ります。法人となることで団体名義での契約や銀行口座の開設ができる
一方、納税義務や関係書類の作成などの事務作業が増えるという負担も
生じてきます。このため、いたずらにNPO法人化を目指すのではなく、
その活動にとって最適な組織の形を選択することが大切です。

NPO法人は株式会社と異なり、支援者である会員や賛同者に対して利
益の分配はできませんが、活動の社会的価値への共感を得ることで、公
的あるいは民間からの支援を受けやすくなります。

3 ．NPOの持つべき力
活動を進める際にNPOが持つべき力は次の4つです。

1)設立理念を活動に映す力：当初の想いを実務に反映させる
2)戦略的に経営・運営する力：しっかりとした経営戦略を立て実行する
3)達成感・充実感を共有する力：支援者と感動を共有して仲間を増やす

4)社会環境や地域資源を巻き込む力：周囲にアンテナを張り様々な資源
を活用するアイデアを持つ

４．NPO活動を始めるために

まず自分の興味や関心が高い分野や取組みについて調べることが大事
です。既に取組んでいる団体がある場合には、その団体の会員になった
り、寄付したり、ボランティアで関わったりする等、自分ができること、
自分に合ったスタイルで活動を始めてみるとよいでしょう。

NPOの社会性・公共性を紹介



✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 NPO法人維新隊ユネスコクラブ 》

2019年6月13日（木）18時45分～20時45分 当センターで行われる「市民とNPOの交流サ
ロン」にご登壇いただきます。関心のある方は是非ご参加ください。

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
【電 話】03-5206-6527 
【Email】hiroba@s-nponet.net

場 所：当センター4階 401会議室
語り手：NPO法人維新隊ユネスコクラブ
参加費：1,000円

“地域社会をお互いが学びあい、他者を思いやるココロを世界に！”
NPO法人維新隊ユネスコクラブは「ココロの創造学校」を活動のテーマとして掲げ、学習

支援活動やゴミ拾いゲームなどの活動に取り組む団体です。活動を通じてコミュニケーショ
ンを促進し、人や地域そして社会をお互いが学びあえる共有の場となるようなソーシャルア
クションを行っています。
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◆『NPO設立講座』～定款作成から設立登記まで～

瀧口 徹氏（BLP-Network 副代表・弁護士）

講師の瀧口氏（BLP-Network）

１．NPO法人設立のための主な手続き
NPO法人の設立手続きは、定款の作成に始まり、設立登記完了まで

を言います。
1)骨格づくり：定款・事業計画を作成し設立総会で決議
まず「定款・事業計画書」を作成します。もちろん特定非営利活動

かどうか（NPO法に定められている20分野に当てはまり、不特定かつ

多数のものの利益に繋がることを目的としている 等）が問われます。
続いて「設立総会」を開催します。ここでは定款や事業計画書の承

認、役員の選任などを行います。ここまでの作業は、団体の骨格づく
りとも言えるほど大事な部分であり、また設立後に運営していく上で
重要です。

【設立認証】
①設立申請書を所轄庁（都道府県等）に提出します。
②所轄庁にて1ヶ月間縦覧（誰でも自由に書類を閲覧できること）され
ます。

③縦覧後、2ヶ月以内に認証・不認証が決定し、書面にて通知を受けま
す。

【設立登記】
①設立認証書が到着した日から2週間以内に法務局に登記申請を行う必
要があります。

②申請から約1週間で登記が完了します。これで『NPO法人の設立』
の完了です。

＜参考HP・資料＞
①東京都生活文化局NPO法人ポータルサイト
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/houjin/npo_houjin/

②東京都生活文化局発行『特定非営利活動法人ガイドブック 』

２．質疑応答から
Q.設立認証が不認証だった場合、再度申請は可能でしょうか？
A.可能です。不認証だった場合、その理由が通知書に記載されます。
Q.縦覧とは、何のために行うものなのでしょうか？
A.設立しようとしている団体および活動が信頼できるものかどうかを、
広く市民の目からもチェックしてもらうために行います。

東京都NPO法人ポータルサイト

ガイドブック

2)設立手続き：設立認証から設立登記まで
設立に向けた残りの手続きは、所轄庁からの「設立認証」を得るこ

とと、法務局で「設立登記」を完了することです。
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イベント情報は各団体のＨＰ等より入手して掲載しております。お問合せは各団体にお願いいたします。

＜イベント情報掲載募集＞

◆対象期間：2019年6月25日（火）～7月31日（水）

◆募集締切：2019年6月4日（火）

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

◆掲載件数：最大5件（1団体1件まで掲載できます。応

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

ト・登録団体のイベントを優先させていただきます。）

◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合せ先

を、新宿NPO協働推進センターまで、FAX又はメール

にてご連絡ください。

新宿区民活動支援サイト“キラミラネット”をご利用ください

新宿区を拠点に行われている地域活動や社会貢献活動、

趣味、サークル活動など、身近な地域活動の情報を一堂に集

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま

す。（登録料は無料です）

URL：http://shinjuku.genki365.net/

問合せ：新宿区地域振興部

地域コミュニティ課

【電話】 03-5273-3872

【FAX】 03-3209-7455

新宿NPOネットワーク協議会

「神楽坂 坂上サロン～アロマケアハンドトリートメント」

日時：2019月6月4日（火） 11:30～12:00

場所：高齢者福祉施設 神楽坂

（新宿区矢来町104）

参加費：500円

定員：4名 （事前申込必要）

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会

【電話】 03-5206-6527

【Email】 hiroba@s-nponet.net

イベントスペースタイムテーブル第７回 NPOまつり
in 新宿 2019
２０１９年 ５月１９日（日）

10:00～16:00

いよいよ迫ってまいりました！前号でご紹介

した展示内容に加え、2階多目的室内イベン

トスペースのタイムテーブルが決定しました。

15時からは大交流会を実施（会費￥100）。

NPOまつりin新宿2019とは：体験や相談、

購買を通じて身近な社会貢献を知り、誰もが

社会につながる一歩をふみだせるイベントで

す。ぜひ、お誘いあわせてご来場ください！

※やむを得ず時間・内容が変更に
なった場合はご容赦ください

新宿区ウオーキング協会 第172回例会

「平成の青梅街道を歩く（最終回）」 約11ｋｍ

日時：2019年6月11日（火） 受付：9:10～9:30

集合：箱根ヶ崎駅東口駅前

(最寄駅：JR八高線「箱根ヶ崎駅」）

解散：JR「青梅駅」 13:00頃予定

参加費：一般400円、会員無料

問合せ：新宿区ウオーキング協会

【電話】 090-3217-4109

【FAX】 03-3208-3531

日本ブラインドサッカー協会

「アクサブレイブカップ」
ブラインドサッカー日本選手権予選ラウンド1

開催日：2019年6月1日(土)、2日(日）

会場：港区立港南小学校グラウンド

(港区港南4-3-28)

入場無料・出入り自由

問合せ：日本ブラインドサッカー協会事務局

【電話】 03-6908-8907

【FAX】 03-6908-8908

【Email】 media@b-soccer.jp 【HP】 http://www.b-soccer.jp

漱石山房

夏目漱石文学講座
「漱石文学を解き明かす」第2回/全12回

日時：2019年6月12日（水） 13:30～15:30

場所：新宿NPO協働推進センター 501会議室

（新宿区高田馬場4-36-12）

参加費：1回2,000円 テキスト 『行人』

講師：東京大学大学院教授 小森陽一 先生

第１回は5月15日(水)、第3回は7月10日（水）開催

問合せ・申込：漱石山房

【電話】 090-2133-4615

時間めやす 団体名 内容

10:15~10:45 みんなのことば 活動紹介・動画紹介

11:00~11:10 新宿区地域コミュニティ課 協働推進基金紹介

11:20~11:30 コンフロントワールド 活動紹介・商品紹介

11:35~11:55 お金をまわそう基金 基金・助成金紹介

12:00~12:15 ことば ソーラン節/活動紹介

12:20~12:30 新宿区ウオーキング協会 活動紹介

12:35~13:00 環健ネットワーク
メンタルサポート事業紹介

＆簡単ワーク

13:05~13:15
シーズ・

市民活動を支える制度をつくる会
活動紹介

13:20~13:35 ことば ソーラン節②

13:40~13:50 戸塚町四丁目南町会 地域猫活動紹介

13:55~14:10 アクセス 活動紹介

14:15~14:30 いきいきトライアングル 合奏



【学生団体とNPOの交流会】

～伝えたい。広げたい。繋がりたい。ワカモノの社会活動～

学生団体や学生NPOがどのような社会貢献活動を行っているのかを活動紹介やトークセッション、グループ
ワークを通して、深く理解しあうとともに、他の社会貢献活動団体や参加者の方々との交流の輪を広げていき
ます。

【日 時】６月８日（土） 13:30～16:00 【参加費】一般：500円 学生：無料

【プログラム】

◆学生団体活動紹介＆ 発表

◆フィードバック＆ トークセッション

◆グループワーク（ワールドカフェ形式）

※お申込みの際は、お名前（参加者全員）、所属（団体名・大学名）、電話番号をお伝え（明記）ください。
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★参加希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記問い合わせへご連絡下さい。

【NPOのための法務講座】

～そのNPO活動、法律違反になっていませんか？～

【日 時】6月14日（金）18:45～20:45

【内 容】NPO法人を設立・運営していくための基本的

な法律であるNPO法のポイントを押さえるとともに、

活動を行う上で知っておくべきその他の法律について

も学びます。NPOが直面する法務トラブルの事例や対

応例もご紹介します。

・各種サービスに適用される法規制

・運営上のトラブルへの対応 他

【講 師】瀧口徹氏（BLP-Network 副代表・弁護士）

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】1,000円

【非営利団体のための
マーケティング講座】

～受益者・社会からの共感を得るために～

【日 時】6月 25日（火）18:45～20:45

【内 容】社会貢献であっても地域や社会のニーズを

正しく把握して、どのようなサービスをどんな規模

で提供していくのかというマーケティングのアプ

ローチが必要です。この講座では、NPO活動に的を

絞ったマーケティングの考え方について学びます。

【講 師】小谷恵子氏（株式会社ワークシフト研究所

認定講師・東京女子大学非常勤講師）

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】1,000円


